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─────────────────────────────────────────── 

平成23年 第４回 築 上 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第５日） 

平成23年12月16日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第５号） 

平成23年12月16日  午前10時00分開議 

 日程第１ 議案第84号 平成２３年度築上町一般会計補正予算（第７号）について 

 日程第２ 議案第85号 平成２３年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第３ 議案第86号 平成２３年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について 

 日程第４ 議案第87号 平成２３年度築上町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

 日程第５ 議案第88号 平成２３年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について 

 日程第６ 議案第89号 平成２３年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第７ 議案第90号 築上町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第８ 議案第91号 築上町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第９ 議案第92号 町道路線の認定について 

 日程第10 議案第93号 町道路線の変更について 

 日程第11 議案第94号 町道路線の廃止について 

 日程第12 意見書案第２号 健全な国民健康保険制度の構築を求める意見書（案）について 

 日程第13 陳情第１号 ２０１２年度教育条件整備陳情書 

 （追加分） 

 日程第14 常任委員会の閉会中の継続審査について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第84号 平成２３年度築上町一般会計補正予算（第７号）について 

 日程第２ 議案第85号 平成２３年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

 日程第３ 議案第86号 平成２３年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について 

 日程第４ 議案第87号 平成２３年度築上町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について 

 日程第５ 議案第88号 平成２３年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について 

 日程第６ 議案第89号 平成２３年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）について 
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 日程第７ 議案第90号 築上町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第８ 議案第91号 築上町税条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第９ 議案第92号 町道路線の認定について 

 日程第10 議案第93号 町道路線の変更について 

 日程第11 議案第94号 町道路線の廃止について 

 日程第12 意見書案第２号 健全な国民健康保険制度の構築を求める意見書（案）について 

 日程第13 陳情第１号 ２０１２年度教育条件整備陳情書 

 （追加分） 

 日程第14 常任委員会の閉会中の継続審査について 

────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番 小林 和政君       ２番 宮下 久雄君 

３番 丸山 年弘君       ４番 工藤 政由君 

５番 工藤 久司君       ６番 有永 義正君 

７番 吉元 成一君       ８番 田村 兼光君 

９番 塩田 文男君       10番 西畑イツミ君 

11番 塩田 昌生君       12番 中島 英夫君 

13番 田原 宗憲君       14番 信田 博見君 

15番 武道 修司君       16番 西口 周治君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 進  克則君       書記 則松 美穂君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 新川 久三君  副町長 ………………… 八野 紘海君 

教育長 ………………… 神  宗紀君                     

会計管理者兼会計課長 …………………………………………………… 川﨑 道雄君 
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総務課長 ……………… 吉留 正敏君  財政課長 ……………… 則行 一松君 

企画振興課長 ………… 渡邊 義治君  人権課長 ……………… 松田 洋一君 

税務課長 ……………… 田村 一美君  住民課長 ……………… 平塚 晴夫君 

福祉課長 ……………… 髙橋 美輝君  産業課長 ……………… 中野 誠一君 

建設課長 ……………… 中川 忠男君  上水道課長 …………… 加來  泰君 

下水道課長 …………… 古田 和由君  総合管理課長 ………… 吉田 一三君 

環境課長 ……………… 永野 隆信君  農業委員会事務局長 … 田村 幸一君 

商工課長 ……………… 久保 和明君  学校教育課長 ………… 田中  哲君 

生涯学習課長 ………… 田原 泰之君  監査事務局長 ………… 石川 武巳君 

清掃センター長 ……… 田村 修乃君                     

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（田村 兼光君）  皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達して

いますので、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 ただいまから議事に入ります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第８４号 

○議長（田村 兼光君）  日程第１、議案第８４号平成２３年度築上町一般会計補正予算（第７号）について

を議題とします。 

 本案について、委員長の報告を求めます。厚生文教常任委員長、西口議員。 

○厚生文教常任委員長（西口 周治君）  議案第８４号平成２３年度築上町一般会計補正予算（第７号）に

ついて、所管の項目について慎重に審査した結果、ひとり親等医療費及び子ども手当扶助費、障害者自

立支援医療費等が主な補正であり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

○議長（田村 兼光君）  続きまして、産業建設常任委員長、中島議員。 

○産業建設常任委員長（中島 英夫君）  議案第８４号平成２３年度築上町一般会計補正予算（第７号）に

ついて、所管の項目について慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（田村 兼光君）  続いて、総務常任委員長、信田議員。 

○総務常任委員長（信田 博見君）  議案第８４号平成２３年度築上町一般会計補正予算（第７号）について、

所管の項目について慎重に審査した結果、歳出では退職手当組合特別負担金及び財政調整基金積立金、

歳入では市町村振興宝くじ交付金が主な補正であり、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（田村 兼光君）  報告が終わりました。 
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 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  ないようです。ほかにありませんか。これで討論を終わります。 

 これより議案第８４号について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第８４号

は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第８４号は委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第８５号 

日程第３．議案第８６号 

日程第４．議案第８７号 

日程第５．議案第８８号 

日程第６．議案第８９号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。日程第２、議案第８５号平成２３年度築上町特定環境保全公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）についてから日程第６、議案第８９号平成２３年度築上町水道事業会

計補正予算（第２号）についてまでは、厚生文教常任委員会への付託議案であり、一括して委員長の報告

を求めたいが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第８５号から議案第８９号まで一括して委員長報

告を行うことに決定しました。 

 では、議案第８５号から議案第８９号までの報告を求めます。厚生文教常任委員長、西口議員。 

○厚生文教常任委員長（西口 周治君）  議案第８５号平成２３年度築上町特定環境保全公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）について、議案第８６号平成２３年度築上町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）について、議案第８７号平成２３年度築上町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて、議案第８８号平成２３年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について、議案第

８９号平成２３年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）について、以上の案件につきまして慎重に審

査した結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

○議長（田村 兼光君）  説明が終わりました。 

 日程第２、議案第８５号平成２３年度築上町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

についてを議題とします。 
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 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第８５号について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第８５号

は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第８５号は委員長報告のとおり可決されました。 

 日程第３、議案第８６号平成２３年度築上町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について議

題とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第８６号について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第８６号

は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第８６号は委員長報告のとおり可決されました。 

 日程第４、議案第８７号平成２３年度築上町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について議題

とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第８７号について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第８７号

は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第８７号は委員長報告のとおり可決されました。 

 日程第５、議案第８８号平成２３年度築上町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について議題とし

ます。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第８８号について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第８８号

は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第８８号は委員長報告のとおり可決されました。 

 日程第６、議案第８９号平成２３年度築上町水道事業会計補正予算（第２号）についてを議題とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第８９号について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第８９号

は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第８９号は委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第９０号 

○議長（田村 兼光君）  日程第７、議案第９０号築上町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題とします。 

 本案について、委員長の報告を求めます。厚生文教常任委員長、西口議員。 

○厚生文教常任委員長（西口 周治君）  議案第９０号築上町重度障害者医療費の支給に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、本案について慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべきものと
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決定いたしました。 

○議長（田村 兼光君）  説明が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第９０号について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第９０号

は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第９０号は委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第９１号 

○議長（田村 兼光君）  日程第８、議案第９１号築上町税条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とします。 

 本案について、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、信田議員。 

○総務常任委員長（信田 博見君）  議案第９１号築上町税条例の一部を改正する条例の制定について、

本案について慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

○議長（田村 兼光君）  これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。西畑議員。 

○議員（１０番 西畑イツミ君）  築上町税条例の一部を改正する条例の制定について、反対討論いたしま

す。 

 この中に寄附金額控除が５,０００円から２,０００円になることについては賛成しますが、町民税の納税管

理費にかかわる不申告に関して、現在、３万円が１０万円に引き上げられる内容になっております。３倍以

上に引き上げること、罰則強化になりますので、納得できません。 

 以上が反対の理由です。 

○議長（田村 兼光君）  次に、賛成意見のある方。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 委員長報告に反対意見がありますので、これより議案第９１号について採決を行います。議案第９１号
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は原案のとおり可決することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（田村 兼光君）  起立多数です。よって、議案第９１号は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第９２号 

日程第１０．議案第９３号 

日程第１１．議案第９４号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。日程第９、議案第９２号町道路線の認定についてから日程第１１、

議案第９４号町道路線の廃止についてまでは、産業建設常任委員会の付託議案であり、一括して委員長

の報告を求めたいが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第９２号から議案第９４号まで一括して委員長報

告を行うことに決定しました。 

 では、議案第９２号から議案第９４号までの報告を求めます。産業建設常任委員長、中島議員。 

○産業建設常任委員長（中島 英夫君）  おわびを申し上げたいと思います。議案の８４号のうち、所管のと

ころ、括弧書きで局長が、私が局長を呼んだのは、どうも何かおかしいなということで呼んだわけなんです

けれども、訂正がないから、私の記憶間違いかなと。括弧書きの旧小山田小学校のという防水工事の問

題ですが、これは所管が私のところじゃないで総務常任委員会です。それを除いた、わかりますか。これ

は括弧書きのこの部分があったんですけれども、これは所管が私のところの所管でないで総務委員会と

いうことで、取り消しをお願いします。それで、議事録の関係があると思いますので、８４号、最後私が読ま

せていただきます。それで可決して訂正ということでお願いします。 

 議案８４号平成２３年度築上町一般会計補正予算（第７号）について、所管の項目について慎重に審査

した結果、原案のとおり可決すべきものと決定しましたということにしていただきたいと思います。（「はい、

了解」と呼ぶ者あり）御了承お願いします。 

 所管の項目にいきます。議案９２号町道路線の認定について、本案について慎重に審査した結果、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案９３号町道路線の変更について、本案について慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 議案９４号町道路線の廃止について、本案について慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上です。 

○議長（田村 兼光君）  日程第９、議案第９２号町道路線の認定についてを議題とします。 
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 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第９２号について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第９２号

は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第９２号は委員長報告のとおり可決されました。 

 日程第１０、議案第９３号町道路線の変更についてを議題とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第９３号について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第９３号

は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第９３号は委員長報告のとおり可決されました。 

 日程第１１、議案第９４号町道路線の廃止についてを議題とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより議案第９４号について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。議案第９４号

は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、議案第９４号は委員長報告のとおり可決されました。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１２．意見書案第２号 

日程第１３．陳情第１号 

○議長（田村 兼光君）  お諮りします。日程第１２、意見書案第２号健全な国民健康保険制度の構築を求

める意見書（案）についてから日程第１３、陳情第１号２０１２年度教育条件整備陳情書についてまでは、

厚生文教常任委員会への付託事案であり、一括して委員長の報告を求めたいが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、意見書案第２号から陳情第１号まで一括して委員長

報告を行うことに決定しました。 

 では、意見書案第２号から陳情第１号までの報告を求めます。厚生文教常任委員長、西口議員。 

○厚生文教常任委員長（西口 周治君）  意見書案第２号健全な国民健康保険制度の構築を求める意見書

（案）について、陳情第１号２０１２年度教育条件整備陳情書、以上の案件につきまして慎重に審査した結

果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

○議長（田村 兼光君）  日程第１２、意見書案第２号健全な国民健康保険制度の構築を求める意見書

（案）について議題とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより意見書案第２号について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。意見書案

第２号は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、意見書案第２号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 日程第１３、陳情第１号２０１２年度教育条件整備陳情書について議題とします。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。反対意見のある方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（田村 兼光君）  これで討論を終わります。 

 これより陳情第１号について採決を行います。本案に対する委員長の報告は採択です。陳情第１号は委

員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、陳情第１号は委員長報告のとおり採択することに決

定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．常任委員会の閉会中の継続審査について 

○議長（田村 兼光君）  ここで、追加議案です。 

 お諮りします。日程第１４、常任委員会の閉会中の継続審査についてを、会議規則第３９条第２項の規

定により、委員会付託を省略し、本日即決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。よって、常任委員会の閉会中の継続審査についてを、委員

会付託を省略し、本日即決することに決定しました。 

 日程第１４、常任委員会の閉会中の継続審査についてを議題とします。 

 それぞれの常任委員長から閉会中の継続審査の申し出がありましたので、これを許可したいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田村 兼光君）  異議なしと認めます。したがって、それぞれの常任委員長の申し出のとおり、閉会

中の継続審査とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（田村 兼光君）  以上で、本日の日程はすべて終了しました。会議を閉じます。 

 これで、平成２３年第４回築上町議会定例会を閉会します。御苦労さまでございました。 

午前10時23分閉会 

────────────────────────────── 
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